
 令和７年度 東六番丁児童館 放課後児童クラブ 安全計画 

 

１．安全点検 

（１）施設・設備の安全点検 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

重点点検箇所 

・遊戯室おもちゃ点検 

・クラブ室、集会室、廊下 

(物品の破損、落下予防) 

・除湿加湿空気清浄機掃除 

・網戸（やぶれ、汚れ等） 

・各クラブ室おもちゃ点検 

・エアコン、 

換気口フィルター 

・館内、遊戯室倉庫内壁面、 

カーテン（カビの発生有無） 

・除湿加湿空気清浄機掃除 

・図書室、トイレ、手洗い場 

(物品の破損、落下予防) 

・遊戯室おもちゃ点検 

・エアコン、 

換気口フィルター 

・館内、遊戯室倉庫内壁面、 

カーテン（カビの発生有無） 

・除湿加湿空気清浄機掃除 

・各クラブ室おもちゃ点検 

・災害時備品チェック 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

重点点検箇所 

 

・エアコン、換気口フィルター 

・遊戯室、遊戯室倉庫、 

(物品の破損、落下予防) 

・集会室おもちゃ点検 

・除湿加湿空気清浄機掃除 

・各クラブ室おもちゃ点検 

 

・エアコン、 

換気口フィルター 

・外周（凍結、積雪の有無） 

・遊戯室おもちゃ点検 

・除湿加湿空気清浄機掃除 

・外周（凍結、積雪の有無） 

・創作活動室、玄関、事務室、倉

庫(物品の破損、落下予防) 

・集会室おもちゃ点検 

・エアコン、 

換気口フィルター 

・外周（凍結、積雪の有無） 

・遊戯室、外遊びおもちゃ点検 

・除湿加湿空気清浄機掃除 

・災害時備品チェック 

・各クラブ室おもちゃ点検 

    

（２）マニュアル（指針）の策定・共有 

＊110番、119番対応を含む  

 

分野 策定時期 見直し （再点検）予定時期 掲示・管理場所 

事故防止マニュアル（指針） 2023 年    5 月    9 日 2025 年    4 月     15 日 事務室壁面・マニュアルファイル 

 □館外活動 2024年    4 月     15 日 2025 年    4 月     15 日  

 □バス送迎 （※実施している場合のみ） 年     月      日 年     月      日  

 □降雪 （※必要に応じ策定） 年     月      日 年     月      日  

防災マニュアル（指針）＊ 2023 年    5 月    9 日 2025 年    4 月     15 日 個人所有マニュアルファイル 

救急対応時マニュアル（指針）＊ 2023 年    5 月    9 日 2025 年    4 月     15 日 事務室壁面・個人所有マニュアルファイル 

不審者対応時マニュアル（指針）＊ 2023 年    5 月    9 日 2025 年    4 月     15 日 事務室壁面・個人所有マニュアルファイル 

感染症対応マニュアル（指針） 2023 年    5 月    9 日 2025 年    4 月     15 日 事務室壁面・個人所有マニュアルファイル 



 

２．児童・保護者に対する安全教育等 

（１）児童への安全教育 

 

（２）保護者へ周知・共有 

 

 

 

 

 

 

 ４～８月 ９～12月 １～３月 

１年生 

・イラストを用いた掲示を活用し、室内や廊下での過ごし方、遊具 

や用具の正しい使い方を繰り返し伝えていく。 

・登下館時における、館内出入り方法の説明を随時実施する。 

・はさみの正しい使い方や注意点を知らせる。 

・熱中症について危険性を伝えながら予防する大切さとその方法 

（衣服の調整や水分補給、帽子の着用等）の声掛けをしてい 

く。 

★地震避難訓練 

★不審者訓練 

・イラストを用いた掲示を活用し、遊具や用具の正しい使い方を

繰り返し伝えていく。 

★火災地震避難訓練 

★Jアラート訓練 

★不審者訓練 

・イラストを用いた掲示を活用し、遊具や用具の正しい使い方を

繰り返し伝えていく。 

 

★地震避難訓練 

２・３年生 

・全体に向けて話をし、遊具や用具の正しい使い方について再

確認する。 

・熱中症について危険性を伝えながら予防する大切さとその方法 

（衣服の調整や水分補給、帽子の着用等）の声掛けをしてい 

く。 

★地震避難訓練 

★不審者訓練 

・全体に向けて話をし、遊具や用具の正しい使い方について 

再確認する。 

 

★火災地震避難訓練 

★Jアラート訓練 

★不審者訓練 

・全体に向けて話をし、遊具や用具の正しい使い方について 

再確認する。 

 

★地震避難訓練 

４年生以上 

４～８月 ９～12月 １～３月 

★ 緊急連絡先、アレルギーアンケート等確認 

★ 災害時の避難方法(地震、台風、大雨など)について説明 

★ 食中毒予防の情報提供 

★ 津波避難エリア・館内避難経路の掲示 

★ 危機管理(台風など)の情報提供 

★ 保護者への来館時の事故防止の協力依頼(積雪や凍結に注意) 

★ 危機管理(積雪など)の情報提供 



３．訓練・研修 

（１）避難訓練等   ※設備運営基準第６条第２項の規定に基づき毎月1回以上実施する避難及び消火に対する訓練 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

テーマ・取組 
地震 

消火 

消火 不審者 

消火 

火災 

消火 

地震 

消火 

Jアラート、風水害 

消火 

参加予定者※ 
職員、来館者 職員 職員 職員 職員、来館者 職員 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

テーマ・取組 
地震 

消火 

不審者 

消火 

地震火災 

消火 

地震 

消火 

地震 

消火 

地震 

消火 

参加予定者※ 
職員、来館者 職員、来館者 職員 職員、来館者 職員、来館者 職員、来館者 

    ※参加予定者＝職員・来館者・関係者・地域住民等 

 

（２）その他訓練 

訓練内容 
実施予定時期 

（時期と回数を記載） 
参加予定者 

 119番通報訓練 9月、1回 職員、児童クラブ全学年 

 救急対応（心肺蘇生法、気道内異物  
 除去、AED・エピペン○Ｒの使用等） 

7月、1回 職員 

 不審者対応訓練（110番通報訓練等） 7月・11月、2回 職員、児童クラブ全学年 

 来所・帰宅時における非常時対応訓練 4月、1回 職員、児童クラブ全学年児童・保護者 

 その他（送迎バスにおける見落とし防止 
 等） 

  

 

 

 

 

 



（３）職員への研修・講習 

   ※児童の虐待防止等に係る確認（児童対応に関する倫理・服務セルフチェック）について年 1 回以上実施すること。 

 

（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール   ※所属する自治体や児童が通う学校が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらず記載する 

仙台市津波避難訓練 

仙台市シェイクアウト訓練 

東六連合町内会防災訓練 

 

４．再発防止策の徹底 （ヒヤリ・ハット事例の収集・分析の方法等） 

・児童館日誌および児童クラブ日誌へ都度記載。デイリーミーティングにて都度共有を行い、予防・改善策を話し合う。 

・年度末に 1年度分のヒヤリハットについて振り返る時間を設け、次年度の安全計画に反映させる。 

・必要に応じて、保護者に周知する。 

 

 

４～８月 ９～12月 １～３月 

・児童の虐待防止等に係る確認（児童対応に関す 
る倫理・服務セルフチェック）※ 

・児童館ガイドライン、児童クラブ運営指針につ 
いて 

・食中毒の予防に関する確認 

・保護者対応、相談支援について 
・要支援児童への理解と対応について 
・緊急対応、嘔吐処理 
・感染症の予防や蔓延防止について 

・安全管理について 
・子どもの権利について 


